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第 ７ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成26年12月15日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時15分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

 議案第７号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算（第７号） 

 議案第26号 地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について 

 議案第42号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第５号 専決処分の報告について 

   ――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 甲 斐 正 法 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし)                   

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 豊 田 祐 一 

教育総務局長 吉 田 勝 也 

教育指導局長 上 川 幸 俊 

首席審議員兼教育政策課長 能 登 哲 也 

学校人事課長 山 本 國 雄 

社会教育課長 福 澤 光 祐 

文化課長 手 島 伸 介 

        施設課長 清 原 一 彦 

      高校教育課長 越 猪 浩 樹 

政策監兼高校整備推進室長 田 村 真 一 

義務教育課長 浦 川 健一郎 

特別支援教育課長 栗 原 和 弘 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 田 中 勝 也 

警務部長 黒 川 浩 一 

生活安全部長 佐 藤 正 泉 

刑事部長 池 部 正 剛 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 潮 﨑 樹 典 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 林   修 一 

参事官兼会計課長 甲 斐 利 美 

理事官兼総務課長 田 中 哲 浩 

参事官兼生活安全企画課長 北 野 陽 祐 

参事官兼刑事企画課長 奥 田 隆 久 

参事官兼交通企画課長 髙 山 広 行 

交通規制課長 木 庭 俊 昭 

参事官兼警備第一課長 宮 崎 正 道 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第７回教育警察常任委員会

を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることとしま
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した。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。警

察本部、教育委員会の順に説明を求め、質疑

については最後にまとめて受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部が説明をされる際は、効率よ

く進めるため、最初に一度立っていただいた

後、説明は着座のまま、簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、警察本部から説明をお願いしま

す。 

 田中警察本部長。 

 

○田中警察本部長 おはようございます。 

 まず、提出議案の説明に先立ちまして、一

言おわびを申し上げます。 

 先月23日、本県警察官が酒気帯び運転で検

挙されましたことにつきまして、委員の皆様

初め県民の皆様に対し、深くおわびを申し上

げます。 

 警察職員による飲酒運転は絶対にあっては

ならないことでありまして、県警察といたし

ましては、県民の期待と信頼を損ねることが

ないよう、改めて職員一人一人に対し、警察

職員としての自覚と責任を再確認させるな

ど、さらなる職務倫理の徹底を図り、再発の

防止に努めてまいる所存であります。 

 それでは、今回県警察から提出しておりま

す３件の議案等につきまして概要を御説明い

たします。 

 議案第１号及び第７号は、平成26年度熊本

県一般会計補正予算についてでありますが、

これは、運転適性相談における認知症等早期

対応推進事業に要する経費及び県人事委員会

の勧告に基づく職員の給与改定に伴う経費と

しての増額補正と、交通信号機等保守委託な

ど18事業についての債務負担行為の設定をお

願いするものであります。 

 報告第５号は、専決した８件の交通事故の

和解に関する報告であります。 

 議案の詳細につきましては、担当者から説

明させますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○甲斐会計課長 おはようございます。会計

課長の甲斐です。よろしくお願いします。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の説明資料に基づいて御説明いたしま

す。 

 まず、説明資料の１ページをお願いしま

す。 

 第１号議案平成26年度熊本県一般会計補正

予算(第６号)についてでございます。 

 運転免許費で191万9,000円の増額をお願い

しております。 

 これは、説明欄のとおり、運転適性相談に

おける認知症等早期対応推進事業でありまし

て、運転免許センターに保健師等の専門的知

識を有する非常勤職員を配置し、認知機能の

低下が疑える者に対して専門相談を実施し、

医療機関への受診勧奨等を行うことで、認知

症等の早期発見、対応を促進するとともに、

高齢者等の交通事故防止を推進するもので

す。 

 内訳としまして、適性相談員２人分の雇用

経費、チラシ等による広報啓発費、適性相談

員用白衣、執務用机、椅子の購入費をお願い

しております。 

 以上、第１号議案による補正後の平成26年

度警察費歳出予算額は、365億7,966万8,000

円となります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 第１号議案(第３表 債務負担行為補正)に

ついてでございます。 

 年度当初からの契約事務を円滑に行うため

に、いわゆるゼロ県債として警察関係業務、

総額６億3,022万2,000円の限度額の設定をお

願いしております。 

 次に、３ページをお願いします。 
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 第７号議案平成26年度熊本県一般会計補正

予算(第７号)についてでございます。 

 警察本部費で３億8,723万1,000円の増額を

お願いしております。これは、説明欄のとお

り、職員給与費と退職手当でありまして、人

事委員会勧告に基づく給与改定に伴う所要額

を計上しております。 

 以上、第７号議案による補正後の平成26年

度警察費歳出予算額は、369億6,498万円とな

ります。 

 以上、御審議をよろしくお願いいたしま

す。 

 

○吉長首席監察官 報告第５号議案について

御説明申し上げます。 

 資料は４ページから７ページになります。 

 これは、県警察の公用車事故に係る専決処

分をさせていただきました８件の損害賠償事

案の和解及び損害賠償額の決定に関し、御報

告させていただくものであります。 

 それぞれの事故の概要は、６ページ以降に

記載させていただいておりますが、８件全て

物損事故で、番号１は、緊急走行中における

右方の相手車両に対する安全不確認、番号２

は、左折時の安全不確認、番号３と５は、と

もに緊急走行中における左方の相手車両に対

する安全不確認、番号４は、前方不注視、番

号６、７、８は、動静不注視にそれぞれ起因

するものであります。 

 この８件中警察側の過失が大きい事故は４

件で、全て自動車保険で対応しております。 

 なお、さきの議会でも御報告申し上げまし

たように、本年に入り、増加傾向にありまし

た公用車交通事故が、公用車交通事故防止行

動強化期間として取り組んだところ、本年７

月、８月以降は、毎月対前年比での減尐を維

持しているところであります。この傾向の定

着化にとどまらず、さらなる減尐を目指し、

今後も実効ある指導、教養等に努めてまいり

ます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 それでは、続いて、教

育長から総括説明を行い、続いて担当から順

次説明をお願いします。 

 初めに、田崎教育長。 

 

○田崎教育長 おはようございます。 

 委員の皆様には、教育行政の推進におきま

して大変お世話になっております。 

 それでは、今議会に提案しております教育

委員会関係議案の概要につきまして御説明い

たします。座って説明させていただきます。 

 まず、議案第１号平成26年度熊本県一般会

計補正予算(第６号)につきましては、繰越明

許費として、高等学校費及び特別支援学校費

に係る県立高等学校及び特別支援学校の施設

整備について、年度内の執行が困難であるた

め、16億6,300万円の繰越額を設定するもの

でございます。 

 次に、債務負担行為の設定でございます

が、教職員住宅用地賃借に係る用地の借り受

け、また、ほほえみスクールライフ支援事業

に係る特別支援学校への看護師派遣につい

て、ぞれぞれ平成27年度当初から業務を開始

する必要があるため、3,698万円の債務負担

行為を設定するものでございます。 

 次に、議案第７号平成26年度熊本県一般会

計補正予算(第７号)については、本年10月の

人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴い、

職員給与及び退職手当について、18億4,613

万円の増額補正を計上しております。これに

よりまして、教育委員会の予算総額は、1,59

5億1,446万8,000円となります。 

 次に、条例等議案ですが、議案第26号は、

教育委員長と教育長を一本化した新教育長を

置くことなどを内容とする地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律が本年６月に公布され、平成27年４月から
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施行されることに伴い、関係条例の規定を整

備する条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第42号は、専決処分の報告及び

承認に関するもので、熊本県育英資金貸付金

の支払い請求に係る訴えの提起に係るもので

ございます。 

 以上が今議会に提案申し上げております議

案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。着座にて御説明申し上げます。 

 お手元の説明資料、平成26年度12月補正予

算等、教育委員会の１ページ、補正予算総括

表をごらんください。 

 今回の補正につきましては、全て職員給与

改定分でございまして、補正額は、合計で18

億4,613万円を計上いたしております。 

 ２ページをお願い申し上げます。 

 今回の補正につきましては、本年10月の人

事委員会勧告を踏まえました給与改定に伴う

ものでございますので、その概要につきまし

て御説明させていただきます。 

 今回の給与改定につきましては、県内の民

間給与水準との較差を踏まえた人事委員会勧

告に基づき、給料表水準を平均0.55％引き上

げるとともに、期末・勤勉手当の支給月数を

0.15月引き上げるなどの改定を行うものでご

ざいます。これらの改定に伴いまして、職員

給与費及び退職手当の増額補正をお願いする

ものでございます。 

 なお、教育委員会の退職手当につきまして

は、学校人事課で一括計上しておりますが、

今回、退職手当算定の基礎となります給料月

額の改定に伴いまして、所要額が増額となる

ものでございます。 

 それでは、御説明を申し上げます。 

 ２ページの１段目の事務局費でございます

が、教育委員会事務局職員の給与費及び退職

手当としまして1,939万5,000円、２段目の教

職員人事費は、教職員の退職手当としまして

6,307万9,000円、３段目の教職員費は、小学

校教職員の給与費としまして７億8,194万円

を、４段目の教職員費は、中学校教職員の給

与費として４億6,247万5,000円、最下段の高

等学校総務費は、高等学校教職員の給与費と

しまして３億7,489万6,000円、次のページに

なりますが、３ページの特別支援学校費は、

特別支援学校教職員の給与費としまして１億

3,270万4,000円をそれぞれ増額するものでご

ざいます。 

 以上で総額18億3,448万9,000円の増額補正

を計上いたしております。 

 なお、社会教育課、文化課及び体育保健課

につきましても、それぞれの課の職員給与費

につきまして、同様の理由による増額補正を

計上いたしておりますので、各課からの説明

は省略させていただきます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○清原施設課長 施設課でございます。座っ

て御説明させていただきます。 

 説明資料の５ページ上段をお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の設定についてでございます。 

 工事の進捗状況や過去の繰り越し状況を勘

案しまして、高等学校費につきましては、熊

本商業高校体育館アリーナ天井改修工事など

県立高等学校施設整備の事業について10億4,

200万円余、また、特別支援学校費につきま

しては、菊池支援学校小学部棟屋根防水改修

工事など県立特別支援学校施設整備の事業に

ついて３億4,700万円の設定をお願いしてお

ります。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。着座にて失礼します。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 繰越明許費は、高等学校費の２億7,395万

9,000円でございます。 

 これは、水俣高校及び平成27年４月に開校

する岱志高校、天草拓心高校、牛深高校の計

４校の施設設備にかかわるものでございま

す。 

 いずれの工事も平成27年３月末の竣工を予

定しておりますが、天候不良等の突発的な事

項の発生によっては年度内に竣工できないこ

とが予想されます。そのため、繰越明許費の

設定をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○能登教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 教職員住宅用地賃借につきましては、平成

27年度当初から南関高校教職員住宅など５カ

所の住宅用地を借り受ける必要がございます

が、契約までに準備期間を要するため、12月

補正で、96万4,000円の債務負担行為の設定

をお願いするものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。着座にて説明させていただきま

す。 

 説明資料の６ページをお願いします。 

 ほほえみスクールライフ支援事業の医療的

ケア業務委託について、平成27年度当初から

業務を開始する必要がありますが、契約まで

の準備期間に３カ月程度を要するため、12月

補正で、3,601万6,000円の債務負担行為を設

定するものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○能登教育政策課長 続きまして、説明資料

の７ページをお願いいたします。 

 第26号議案といたしまして、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴います関係条例の整理に関

する条例の制定につきまして提案させていた

だいております。 

 今回の条例改正の趣旨でございますが、教

育委員長と教育長を一本化した新教育長を置

くことなどを内容といたします地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律が本年６月に公布され、平成27年４月

から施行されることに伴いまして、関係条例

の規定を整理するものでございます。 

 改正する条例でございますが、２の(1)に

記載しております熊本県議会委員会条例、熊

本県報酬及び費用弁償条例、熊本県教育委員

会委員定数条例の３つの条例でございます。 

 (2)の改正内容でございますが、まず、①

の熊本県議会委員会条例につきましては、県

議会委員会への執行機関の出席に関する規定

につきまして、教育委員長の職が廃止される

ことに伴い、教育委員会の委員長を教育委員

会の教育長に改正するものでございます。 

 次に、②の熊本県報酬及び費用弁償条例に

つきましても、教育委員長の職が廃止される

ことに伴う改正でございまして、廃止される

こととなる委員長の報酬及び費用弁償に係る

規定を削除するものでございます。 

 次に、③の熊本県教育委員会委員定数条例

につきましては、現行の教育長が教育委員会

の委員の一人であるのに対しまして、新教育

長は、教育委員会の構成員ではございます

が、委員ではなくなることに伴う改正でござ

います。現行の規定では、教育委員会の委員

の定数は６人とするとなっておりますが、こ

れを、教育委員会は、教育長及び５人の委員
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をもって組織すると改めるものでございま

す。また、これに伴いまして、条例の名称を

熊本県教育委員会組織条例とするものでござ

います。 

 (3)の条例の施行日は、冒頭申し上げまし

たとおり、平成27年４月１日としておりま

す。 

 ただし、法律の規定に基づき、現在の教育

長が委員として在職する間は、改正前の規定

を適用する経過規定を設けてございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 第42号議案は、熊本県育英資金の返還金に

関して行った知事の専決処分に関するもので

ございます。 

 これは、１人の債務者に対する訴えの提起

に係る専決処分につきまして、本議会におい

て報告し、承認をお願いするものでございま

す。 

 当課では、育英資金返還金の未収金対策の

一つとしまして、平成22年度から、長期滞納

者に対する法的措置として、支払い督促の申

し立てを行っているところでございます。支

払い督促は、県が裁判所に申し立てて、裁判

所から、債務者に対し、奨学金の一括返還を

命じてもらうものであり、最終的には、債務

者の財産に強制執行することも可能となるも

のでございます。 

 10ページの２の専決処分の理由の前段にあ

りますように、県が行った支払い督促に対

し、１人の債務者から異議の申し立てがなさ

れました。異議の申し立てがなされました債

務者については、後段にありますように、民

事訴訟法の規定により、支払い督促の申し立

てのときにさかのぼって訴えの提起があった

ものとみなされ、訴訟に移行いたします。 

 県が訴えの提起を行うには、本来、地方自

治法の規定により、県議会の承認をいただく

必要がございますが、このように法の規定に

よりまして債務者からの異議申し立てと同時

に訴訟へ移行する案件につきましては、議会

で御審議いただく時間がないことから、今回

の事案につきまして、知事の専決処分といた

しました。このため、これを本議会に報告

し、承認をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で付託議案等に関

する警察本部、教育委員会の説明が終了しま

したので、質疑を受けたい思います。 

 質疑はございませんか。 

 

○松田三郎委員 どっちでもいいですか。 

 

○増永慎一郎委員長 どっちでもいいです。 

 

○松田三郎委員 教育委員会の資料、６ペー

ジ、特別支援教育課の栗原課長にちょっとお

尋ねしますけれども、冒頭の教育長の御説明

にも、そして課長の御説明にも、年度当初か

ら業務を開始する必要があるから債務負担の

設定ということです。かねてより我が自民党

を中心として非常に要望していた事業でござ

いまして、大変喜ばれている事業ではないか

と思っております。 

 そこで、２点、ちょっと確認で質問です

が、７校への派遣、ということは７名なんで

しょうけれども、この人件費の合計がこの額

に相当するのかというのが１点と、もう１

点、たしか今年度も７校ぐらいじゃなかった

かなと思いますけれども、この数というの

は、予算の関係上、ほかの幾つか要望あるけ

れども、７校に派遣しているのか、もしくは
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派遣の必要があるという方が大体７名ぐらい

なのかという２点をちょっとお尋ねしたいと

思います。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 まず、１点目の看護師の派遣の校数が７校

と資料にございますが、これは、27年度が、

予定では、看護師は各校に複数――医療的ケ

アが必要なお子さんがたくさんいらっしゃる

学校もありますので、一応現在のところ看護

師を延べ19人予定をしております。 

 それから、子供たちが、これは26年度の数

で申しわけございませんが、８校に56人、医

療的ケアが必要な子供たちが学んでおりま

す。それで、その学校は、県内のそれぞれの

地域の学校に、先ほど申したとおり、56人程

度の子供たちが在籍をしておりますので、全

ての学校というわけではございません。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 いいです。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○松田三郎委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○平野みどり委員 今のにちょっと関連で、

そもそもですけれども、特別支援学校は、今

全部で何校でしたですかね。 

 

○栗原特別支援教育課長 県内の県立の特別

支援学校は、全部で17校でございます。 

 

○平野みどり委員 もちろん、盲学校とか聾

学校とか、そういうところには医療的ケアの

子供はいないわけですよね。あと、ひのくに

とかも必要ないですよね。知的の学校でも医

療的なケアが要らない学校もあるということ

ですかね。 

 

○栗原特別支援教育課長 はい。 

 それじゃあ、説明が不十分でしたので、再

度御説明をさせていただきます。 

 医療的ケアのこの事業を行っている学校

は、主に肢体不自由のあるお子さんですと

か、重度重複障害のお子さんがいらっしゃる

学校でございます。具体的には、12月に開校

いたしました熊本かがやきの森支援学校、そ

れから肢体不自由のお子さんが通っておりま

す松橋支援学校、芦北支援学校、それから苓

北支援学校、そして病弱のお子さんがいらっ

しゃる黒石原支援学校。知的障害の特別支援

学校ということで、球磨支援学校、それから

天草支援学校、苓北支援学校にも地域の重度

重複のお子さんが重複学級で学んでいらっし

ゃる関係もございますので、そちらのほうに

この事業を行って看護師を配置しておりま

す。 

 

○平野みどり委員 よくわかりました。地域

によっては、知的という支援学校にも重複の

子供さんが行っていらっしゃるのでというこ

とですね。 

 それで、かがやきの森ができましたけれど

も、熊本支援学校からかがやきの森に移られ

て、だけれども、かがやきの森に行かずに、

そのままやっぱり熊本支援学校のほうがいい

と、地理的な問題も含めてですけれども、い

う子供さんもいらっしゃるんですかね。医療

的ケアが要る子供たち。 

 

○栗原特別支援教育課長 熊本支援学校に

は、医療的ケアが必要な生徒さんは現在おり

ません。全てかがやきの森支援学校で学んで

おります。 
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○平野みどり委員 わかりました。ちょっと

そこを確認したかったんです。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○平野みどり委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○氷室雄一郎委員 施設課のほうでございま

すけれども、この繰越明許費の中で、これは

幾つかの学校を含めてこのくらいの額なんで

すかね。 

 

○清原施設課長 この金額につきましては、

過去の繰り越し率をもとに算出、設定をさせ

ていただいております。 

 

○氷室雄一郎委員 この現状だけじゃないわ

けでしょう。幾つかあるわけでしょう。 

 

○清原施設課長 今現段階で繰り越しが予想

される工事が27件ぐらいございますが、それ

以外に、今後のその進捗状況によっては繰り

越すおそれもあるものもございますので、金

額につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに繰り越し率をもとに算出させていただい

ております。 

 

○氷室雄一郎委員 例えば、商業高校の体育

館の天井が何か――例えば、幾つかほかの施

設もあると思うんですけれども、その授業と

か学校行事等には全然支障がないわけです

か。 

 

○清原施設課長 例に挙げております熊本商

業高校の体育館アリーナにつきましては、天

井の改修工事ですけれども、これにつきまし

ては、学校の行事、今から工事をしますと、

どうしても卒業式にかかってしまいますの

で、卒業式、入学式が終わってから着工せざ

るを得ない状況でございますので、繰り越さ

ざるを得ないということでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 ここは、そう古くはな

い、新しいところだと思うんですけれども、

またこういう工事をせんといかぬ状況なんで

すか。どうなっとるんですかね。 

 

○清原施設課長 この熊本商業高校の体育館

につきましては、非構造部材の耐震化という

ことで、天井がつり天井になっておりまし

て、これについては撤去して張り直すという

工事が必要になったものでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 だから、こういう工事を

するというのは、もうその期間というのはな

かなか使えないんじゃないでしょうか。どう

なんですか。 

 

○清原施設課長 今委員の御指摘のように、

工事期間中はもう体育館全体が使えませんの

で、大きな学校行事の時期を避けて工事をさ

せていただきますが、体育の授業等について

は、別の場所でしていただくことになりま

す。 

 

○氷室雄一郎委員 じゃあ、もうその工事期

間中なんかは、常時体育館というのは使えな

い状況なんですか。まず休みとかそういうと

ころで工事をされると思うんですけれども、

かなり支障があるんじゃないですか、ほかの

施設に。 

 

○清原施設課長 御指摘のように、体育館全

面に足場を組んで工事をいたしますので、工

事が休みの土日等であっても使用は不可能で

ございます。これについては、先ほど申し上

げましたように、天井の落下防止対策として
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どうしても工事する必要がございますので、

学校としては不便な面もございますけれど

も、できるだけ早く工事をしたいと考えてお

ります。 

 

○氷室雄一郎委員 ほかの施設の改修も当然

入っとるわけでございますので、その辺はや

っぱりしっかり考慮していただきたいと思っ

ておりますので、なかなか十分な施設なり、

また、授業とか学校全体の行事にかなり支障

が出てこないように配慮いただければと思い

ます。 

 

○溝口幸治委員 県警本部長からの冒頭に、

警察官の酒気帯び運転の件のお話がございま

した。まあ、さらなる職務倫理の徹底を図

り、再発の防止に努めてまいりますというお

話でしたが、まあ、それはしっかり取り組ん

でいただきたいと思いますが、数年前、県警

もそうですけれども、教育委員会もあったや

に記憶しておりますが、そういう事故が、そ

ういう酒気帯びとか飲酒運転があったら、し

ばらくそこの署なり、部署なり、もう飲みに

も行ってならぬみたいなものがあったような

記憶がありますが、今回はそのような対応は

どうされるのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 

○吉長首席監察官 監察課でございます。 

 過去、確かに、職員の飲酒運転事案等があ

りまして、県警といたしましては、自粛を促

したこともありました。ただ、今回は、選挙

運動取り締まり期間中でもあり、かつまた、

年末警戒等で職員が多忙をきわめている時期

でもあります。これは、本部のほうから自粛

を促さなくとも、職員個々は重々に認識して

いることだというふうに理解し、本部のほう

からは、一切飲酒を控えろ、あるいは飲むな

等の指示はしておりません。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 それを聞いて安心をしまし

た。やっぱり、もちろん職務の倫理規定とか

しっかり常々、教育委員会にしても、県警本

部にしても、言ってもらうのは当然ですが、

やっぱり自己責任というのもありますので、

全く飲んでいかぬというのは、ちょっと行き

過ぎかなと思います。 

 ちょうど選挙期間中でしたので、町の中で

いろいろな声を聞くと、今、特に学校の先生

とか公務員はなかなか飲みに出られないと。

週末に集中をすると。週末に集中すると、店

としても抱えるキャパが決まってくるので、

なかなかアベノミクスの効果を感じにくいと

いう話も確かにあるわけなんですね。だか

ら、別に月曜から金曜まで飲みに出れという

話じゃありませんが、やっぱり自己責任で自

分の飲む量というのはそれぞれ違いますの

で、そこをきちっとやってほしいと。 

 というのが、今回、教育委員会にしても、

県警本部にしても、給与改定があります。そ

れで、やっぱり給与というのは、どんどんど

んどん民間も上がっていく、それに合わせて

公務員も上がっていく、それによってまた県

民の奉仕のために頑張ろうという気持ちが出

てくると思いますので、県民全体の所得を上

げていくためには、まず率先して役所の方々

もしっかり消費活動に御尽力をいただく、あ

わせて、飲酒運転は絶対しない、酒気帯び運

転絶対しないということを模範として示して

いくことが大事だと思いますので、給与改定

もありますので、引き続き、自己責任のも

と、飲みにもしっかり行っていただいて、県

経済に寄与していただきたいというふうに思

っておりますので、これは要望にかえさせて

いただきます。 

 

○小杉直委員 なら、関連していいですか

ね。 

 溝口委員のおっしゃった前向きの質問、発



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年12月15日) 

 - 10 - 

言は全く賛成しますけれども、一方では、本

部長が説明あった今回の飲酒運転は、新聞等

で見れば、飲んだ後の運転というふうになっ

ておりましたが、その実態はどうでしたか

な。 

 

○吉長首席監察官 監察課であります。 

 昨年、一昨年の事故は、残り酒の事故であ

りましたけれども、今回の事案につきまして

は、約４時間ほど飲酒をした後、駐車場に入

れておりました車に乗り込みまして、その足

で飲酒運転に及んだという事案でございま

す。 

 

○小杉直委員 飲酒運転は犯罪であるという

ポスターまでつくって警察が取り締まりを強

化しとるわけですが、今おっしゃったような

内容なら言語道断ですたいね。それで、せっ

かく県警が一生懸命頑張って県民、県、ある

いは県議会からの信頼も厚いのに、たった一

人のそういう非常識な、不行き届きな行為が

あるということについては、全体の信頼を失

うし、規律がどうなっているかというような

ことも考えざるを得ないと思いますが、時々

ありますけれども、再発防止についてはどう

考えておられますか。 

 

○吉長首席監察官 監察課であります。 

 おおよそほとんどの職員が、県民の皆様方

の安全と信頼を確保するため、日夜懸命に努

力している中でこのような職員が存在してい

たことは、まさに残念で悔しく思うところで

あります。また、反面、これまで各種の非違

事案に取り組んでまいりましたものの、職員

一人一人の心にまで完全に浸透させることが

いかに難しいかということも実感した次第で

あります。 

 今回の事案を見てみますと、警察が行って

おります各種教養が上滑りになっていたので

はないかと思うところでありますし、また、

今回の職員は、警察改革等の荒波を実体験し

ていない若手警察官であるということを踏ま

えますと、この者等に対する倫理、教養等の

あり方を含め、さらなる工夫、強化が必要で

あると考えるところであります。 

 かかる反省に立ち、また、公安委員の先生

方からも御指摘、御指導を受け、警察官とし

ての自覚と責任、あるいは県民の方からの警

察に対する信頼がどのようなものであるかと

いうことを職員一人一人に再認識させること

が必要不可欠であるとの考え方から、学校、

教養におきましては、私が学校に赴きまして

非違事案防止の観点からの教養を充実したい

と考えておりますし、また、各警察署におき

ましては、所属長が職員個々に対して面接を

行い、職員の自覚、責任の再確認に努めてま

いりたいというふうに考えております。 

 今度こそ今回の事案が発生いたしました11

月23日を本県警察の飲酒運転ラストデーにす

べく、全ての職員が心を一つにして、県民の

皆様の信頼と期待を損なうことがないよう、

再発防止に努めてまいりたいと決意を新たに

しているところでございます。 

 

○小杉直委員 私は、多くの警察官と知り合

いですが、やっぱり真面目に一生懸命飲酒取

り締まりをしておる警察官にとっては、自分

の身内が飲んだ後に運転したという悪質な行

為をしたということについては、非常に取り

締まりがやりにくい、あるいは、運転者の方

から、いろんな反発、クレーム、文句が出る

と思いますよ。だから、そういう第一線で一

生懸命に頑張っている人たちに対する裏切り

行為ですが、もう１点私が思うのは、確か

に、今、吉長首席がおっしゃったように、指

導、教養の徹底は日ごろからされとると思い

ますが、どなたも、我々もそうですが、飲ん

だら気分が変わるわけですね。私は大酒飲み

じゃありませんが、多尐飲んでも気分が陽気

になったり、いろいろありますが、現実路線
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といいますか、教養として、一遍、飲ませ

方、飲み方、酒癖、飲んだときの指導、教

養、飲みながら――その素面のときの教養ば

かりじゃなくて、飲ませて、飲みながらの教

養というのは案外効果のあるかもしれぬです

がな、どぎゃん思いなっですかね。 

 

○吉長首席監察官 監察課です。 

 心情把握の一つの方法といたしまして、警

察官の場合、公私において飲む機会が多うご

ざいます。かかる場所において、今委員おっ

しゃっていましたように、個々の職員の酒癖

等を把握しているところでありますし、把握

した事案につきましては、その後の職員の心

情把握等に生かしているところでもございま

す。 

 先ほど溝口先生のほうからも後押しがあり

ましたように、今後は、積極的に飲み方の機

会を捉えまして、今後とも職員の心情把握に

努めますとともに、やはりともに飲酒した職

員同士が自己責任の中で飲酒運転をともにさ

せないということに努めていくことが、また

警察のきずなであり、人的関係をさらに強固

にするものであるとも考えておりますので、

委員御指摘のように、酒の機会も、反面、飲

酒運転の防止という側面からも活用してまい

りたいというふうに考えております。 

 

○小杉直委員 もう要望にかえますが、とも

かく血の通ったといいますか、現実的な指

導、教養のやり方といいますかね、そういう

ことをよく工夫していただいて、今決意的に

おっしゃいましたけれども、絶対飲酒運転が

警察官から出ないように、しっかり取り組ん

でいただくことを要望しておきます。 

 以上です。 

 

○平野みどり委員 関連でいいですか。 

 私も飲酒をしたら車――ほとんど私たちは

公共交通がなかなか使えないので、車で移動

しますが、代行とセットで帰るわけですけれ

ども、代行さんが、絶対飲んどっと思うよう

な人たちも運転して帰んなはっですもんねと

いう話はよく聞く話です。 

 それで、飲酒してからは気分が高揚してし

まって冷静な判断ができないんだったら、や

っぱり飲酒する前に、例えば、２時間後に代

行さんに来てもらうとか、もう深酒せずに２

時間、３時間とか決めてしまうとか、要する

に、冷静な判断ができるときに、車で来てい

るんだから代行を使うんだというようなこと

まで含めて何か対応できないかなと。 

 あと、若い人だから代行を使いなれてない

という部分もあると思うので、県警のほうで

は、どういった代行運転業者が、良質なです

ね、あるというのはよく適性はわかっておら

れると思うので、そういうところもしっかり

と、こういうところがあるんだというような

ところも教えていくとか、具体的にどういう

ふうに――そういった飲酒をして車を運転す

るなどということが起こらないようにすると

いうことですね。 

 いろんな知恵を出しながら、もう飲酒は自

由時間なんだから自由なはずだと言いつつ

も、やっぱりもしも何かあったときの代償と

いうのは、もう人生なくしてしまうようなぐ

らいの大きいものなので、そこら辺を若い人

たちにしっかりわかってもらうということで

も、代行の利用の促進というようなことを具

体的に指導されたらいかがかなというふうに

思いました。 

 要望でいいです。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○吉長首席監察官 監察課であります。 

 今、平野先生のほうから代行運転の利用と

いう形でお話がございました。確かに、代行

運転は、飲酒運転を防止するという好適な側
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面もございます。ただ、飲酒会合場所に車を

持ち込みますと、平野先生がおっしゃったよ

うな落とし穴にも陥る、これは過去の事例が

示しているところでありまして、県警といた

しましては、原則として飲酒場所に車両を持

ち込まないということで対応しております。

したがいまして、必然的に代行運転の利用は

できないという形になっております。 

 

○平野みどり委員 原則そうでしょうけれど

も、どうしても車を日中のいろんな活動の中

で持ち込んでしまう場合もゼロじゃないと思

うので、まあ、そういったときの代行の利用

というのはしっかりと教育していただけたら

と思います。 

 

○甲斐正法副委員長 済みません、先ほどの

ほほえみスクールライフのことにつきまし

て、栗原特別支援教育課長にちょっとお伺い

ですけれども、56名の方がいらっしゃるとい

うことですが、学校、いわゆる放課後の時間

帯の取り扱いとしては、何か特別な配慮はさ

れていらっしゃるんでしょうか。 

 

○栗原特別支援教育課長 この対象のお子さ

んの放課後の様子については、ほとんどが学

校が終わられたら御家庭にお帰りになります

ので、私どもとしては、現実どういう状況か

ということは把握はしておりません。ほとん

どの方が、大体御家庭に帰られて保護者の監

護のもとで生活をされているという状況だと

思います。 

 以上です。 

 

○甲斐正法副委員長 いわゆる障害をお持ち

の御家庭というのが、特にそういうことで

は、母親が仕事をしたくてもやっぱり子供に

かかる時間というのが、どうしてもそういう

ことで送り迎え等々をやらなければならない

ということで、そういう意味で、学童保育と

いうか、放課後預かり事業というのが一般校

でも普及してきたと思うんですけれども、障

害をお持ちの御家庭というのは、一般的な子

供さんじゃないので、特別な方なので、どこ

に放課後預かり事業をやるとかそういうのが

ないので、逆に言えば、もう子供さんに縛ら

れて、そして地域に特別支援学校がないわけ

ですから、特に重身の方とか。それで、必ず

そういうことで送り迎えが当然必要になって

くるということで、今後は、福祉との連携を

とりながら、その問題というのはやっぱり残

された課題として、子供さんが障害が重けれ

ば重いほど母親はほとんど仕事ができないと

いうイコールフッティングみたいなことにな

ってくるので、非常に大きな問題で大変な問

題だろうと思いますけれども、その辺も連携

しながら解決していただければと思っており

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 要望。 

 

○甲斐正法副委員長 はい、これは要望で

す。 

 

○松田三郎委員 資料７ページ、教育委員会

です。 

 教育政策課長にちょっとお尋ねしますけれ

ども、私のちょっと理解がこれは間違ってい

たのかもしれませんが、御説明がありました

ように、２、内容の(2)の①教育委員長職の

廃止に伴い、県議会委員会への執行機関の出

席に係る規定を改正、これは、現行は、この

委員長となっているのを教育長に変えると。

これは法律に伴っての条例改正でしょうけれ

ども、何か本来は委員長が出席すべきなのだ

けれども――現行条例ですね。何か読みかえ

規定とか免除規定があって出席なさらないと

いうことかなと、現行条例の理解ですけれど

も、そうではないんですか。 

 



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年12月15日) 

 - 13 - 

○能登教育政策課長 現行の条例でございま

すと、第20条のほうに、委員会は、審査及び

調査のために、知事、教育委員会の委員長、

選挙管理委員会の委員長、そのように各委員

会の代表を列挙してございまして、その場

合、説明のため出席を求めるときは、議長を

経てしなければならないというふうになって

おりまして、特に必要があると認めるときに

この要求をしていただくということになって

いるというふうに考えております。 

 

○松田三郎委員 委員会の条例、この場で聞

くのもあれですけれども、今おっしゃったよ

うに、じゃあ、必要があるときにというの

で、知事初め列挙されている、それを、委員

長の職がなくなるから、そこに委員長のかわ

りに教育長という文言に変わるということで

すね。 

 

○能登教育政策課長 はい、さようです。 

 

○松田三郎委員 いいです。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第７号、第26号及び第42号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、議事次第に記載の事項について、閉

会中も継続審査することを議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 その他で何かありませんか。 

 

○松田三郎委員 田村政策監に高校再編のこ

とでちょっとお尋ねしたいと思います。 

 先般の一般質問におきましても、我が党の

溝口委員からもいろいろ御質問があっており

まして、一部重複するかもしれませんが、２

～３点お伺いしたいと思います。 

 まず、地域の説明会を経て、12月に定例の

教育委員会が、会議の教育委員会があったと

思いますが、そのときのやりとりといいます

か、どういった委員の方々の御発言なり――

詳しくは必要ありませんけれども、そういう

のをちょっと状況を教えていただければと思

います。 

 

○田村政策監 高校整備推進室でございま

す。 

 12月２日の定例教育委員会におきまして、

先般、11月に球磨地域で行いました説明会の

状況について御説明させていただいた後に、

委員の方から出た意見につきまして御説明さ

せていただきます。 

 委員から出されました主な意見といたしま

しては、１、仮に高校がなくなったとして

も、自分が住んでいる地域が好きだと言える

よう地域を盛り上げていく事業を準備する必

要があるのではないかといった御意見ですと

か、あるいは、球磨地域学や球磨農林学を新

校の特色として、地域を盛り上げ、人材育成

につなげていきたい、また、農業に関して

は、現在県では、県南フードバレー構想とし
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て第１次産業に力を入れているところであ

り、新校Ｂを農業高校に特化していく中で６

次産業化を推進していきたいという御意見も

ございました。 

 また、地域の方々は、高校がなくなること

で地域が疲弊することを不安に思われてい

る、例えば、多良木町にある球磨支援学校を

中心として新校との交流活動を進めること

で、多良木町を盛り上げていくことも考えて

よいのではないかという御意見もございまし

た。 

 また、別の委員の方からは、新校を魅力あ

るものにしてほしいという要望が出されてい

るので、今後教科などについてしっかり検討

していく必要がある、また、校地の選定につ

いては、これまで丁寧に議論を行ってきてお

り、多良木高校がずっと頑張ってきているの

で、本来ならば平成25年３月に素案を決める

ところであったところを尐し丁寧に見てみよ

うということで、その決定を延ばした経緯が

ある、また、上球磨の３つの中学校全体で約

16％しか多良木高校へ進学していないという

ことも、重要な判断要素となったという御意

見もございました。 

 また、以前は農業が敬遠されていた時期も

ありましたが、現在は農業ブームの一面もあ

る、私たちが判断する際は、長期的かつ冷静

に今後の地域をどのようにするかということ

を基本に考えていかなければならない、ま

た、子供たちにとって何が一番よい教育なの

か耳を傾けながら検討していく必要がある、

といったところが主な御意見として上がった

ところでございます。 

 

○松田三郎委員 いろいろな御意見も、教育

委員会委員の方、それぞれあったんだと思い

ます。多良木高校の関係者の方の中にも、ざ

っくり言いまして、白紙撤回というのを求め

られる方から、あるいは、場合、状況によっ

てはその後のことをいろいろ考えるべきじゃ

ないだろうか、いろいろ幅広く御意見がある

んだと思います。 

 共通しているのは、今の教育委員さんの御

発言にもありましたように、多良木高校が、

例えば３校を２校に、対象になってから、ほ

かの学校もそうでしょうけれども、いろいろ

努力をなさって地域を挙げて頑張ってこられ

て一定の成果も上げたというような自負があ

られる中で、全然その自分たちの頑張りの成

果が素案に反映していないじゃないか、頑張

ったところをというような話を、事前にです

ね、そういうニュアンスもあったのに、それ

を目標に頑張ったけれども、実際の素案には

反映されてないではないかというような不満

なり、疑問もあられる。もちろん、足して２

で割るような形の案でもないでしょうから、

一定の議論の過程では重視をしていただいた

んだと思っております。 

 それともう一点が、これまた御発言にあり

ましたように、３校を２校にというのは、時

代の流れもあって一定の理解は示すけれど

も、じゃあ、何でその校地Ａ、今の素案で言

う校地Ａというのが、球磨商業ではなくて多

良木高校では何でいけないんだろうか、その

校地Ａの決定、ちょっとお触れになりました

けれども、そういったプロセスなり、決定の

理由というのが、なかなか説明会で説明を聞

いてもよくわからないというような批判な

り、疑問もあられるようでございます。 

 そこで、ある意味では、この前のが第１弾

だと思いますが、今後また何度となくといい

ますか、説明会を開かれるんだと思います。

そのときに同じような資料で同じような説明

をしても、何回聞いてもその疑問は解消しな

いんでしょうから、今後説明会をなさる予定

がある場合に、資料は同じでもいいと思いま

すけれども、説明のしぐあい、説明の仕方と

いうものをよりわかりやすく何か工夫する必

要もあるんじゃないかと思いますので、今言

いました校地Ａを素案で言うところの球磨商
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業に決定をしたというような大きな理由、こ

れを説明していただきたいというのが１点

と、何か今後の説明会に臨むに当たってその

工夫を考えているというのがあれば、あわせ

て２点お答えいただければと思います。 

 

○田村政策監 高校整備推進室でございま

す。 

 松田委員のほうから今御指摘ございました

けれども、説明会の会場におきましても、新

校Ａをどうして多良木にはできないのかとい

う御意見が、わかりにくいという御意見は多

くいただいております。 

 実は、本日から、また、多良木を初めまし

て上球磨の３町村に、小中学校の保護者の方

々を集めての説明会を開催する予定にしてお

ります。その際にも、新校Ａになぜ決めたの

かということが、その決定の経緯がわかるよ

うな説明を行っていきたいと思いますが、ま

ず、その新校Ａが何で多良木ではなくて球磨

商業高校になったかということにつきまし

て、再度御説明をさせていただきたいと思い

ますけれども、平成19年10月の基本計画にお

きまして、多良木高校、球磨商業高校及び南

稜高校の３校につきましては、入学者数の動

き、通学の実態、歴史、伝統、施設整備の規

模などを総合的に考えて、どのような形での

再編、統合がよいのか、中期以降の実施計画

で検討するということを決定しております。 

 それで、その後、教育委員会といたしまし

ても、この基本計画に基づきまして、まず、

通学の実態についてでございますけれども、

これは、球磨地域内の各県立高校におけます

通学の状況について把握をしてまいっており

ます。平成24年度から平成26年度の現状とい

たしまして、球磨地域内の95％以上の生徒さ

んが１時間以内で通学している状況にござい

ます。その通学手段としては、ほぼ半数の生

徒が自転車通学でございますが、くま川鉄道

という公共交通機関ございますので、３人に

１人がその列車を利用して通学しているとい

う状況がございまして、地域内の子供さん

は、それぞれの進路希望等に応じまして、自

分が通いたい高校に通学している状況にある

ものと理解をしておるところでございます。 

 また、歴史、伝統につきましても、ここは

再編対象の３校ともに――多良木高校につき

ましては、平成24年には創立90周年を迎える

など、卒業生を１万8,000人輩出しておりま

す。また、球磨商業高校におきましても、昭

和47年の設置後、平成23年には創立40周年を

迎え、卒業生は9,000人を超えております。

南稜高校に至りましては、明治36年に開校い

たしまして、平成24年に110周年を迎え、卒

業生は２万人を輩出するなど、それぞれの学

校が地域に根差して、地域の自治体あたりの

協力も得ながら、それぞれの特色ある活動を

行ってきたことで、このような実績をこれま

で刻んでこられたものだと考えておるところ

でございます。 

 また、施設整備の状況につきましても、球

磨地域の５校の中でも、南稜高校につきまし

ては47万3,000平米ということで、これはも

う農業施設を有しておりますので、ぬきんで

て広大な面積を有しておりますが、多良木高

校も校地面積６万5,628、球磨商業高校にお

きましても校地面積は６万5,641、そして、

それぞれの学校の特色に応じて、実習棟です

とかあるいは運動場、それぞれ立派な施設を

有しておるものと我々は考えております。 

 特に、今回新設高校の校地として予定して

おります球磨商業高校についてでございます

けれども、県内で体育コースを有します他の

県立高校と比べましても十分な施設を有して

おると考えておりまして、今後の教育活動を

行う上で支障がないものと考えております。

多良木高校におきましても、現在の体育施設

は実に立派なものがあるということは我々も

考えておるところでございます。 

 このように、入学の実態ですとか、あるい
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は施設整備、歴史、伝統というふうなことを

踏まえた上におきまして、最終的に我々が校

地をどこにするかということを決定する要因

といたしまして、先ほどの話にもありまし

た、基本計画にありましたけれども、基本計

画におきまして、３校を２校にという方針を

決定しております。実際、球磨地域におきま

す中学校の卒業生を見ますと、平成元年1,80

0人ほどいらっしゃいました生徒さんが、平

成25年の３月では947人ということで、もう

半減しておるところでございます。これはも

う３校を維持していくということは、なかな

かこれはもう難しい状況がございます。 

 そういう中で、先ほどから御説明しました

通学の状況、施設整備、それと歴史、伝統、

そういったものも踏まえまして、最終的に我

々が重視してきたところといいますのが、入

学者数というところを踏まえて判断をしてき

たところでございます。 

 一方で、地域の教育のバランス面も考える

必要もあるのではないかというふうな御意見

もございます。現在、ここにつきましても、

球磨地域の各中学校からは、球磨管内の県立

高校のいずれにも進学している状況がござい

ます。例えばでございますけれども、平成26

年４月の多良木中学校の卒業生101人いらっ

しゃいます。このうち、多良木高校に20人、

人吉高校に27人、球磨商業高校に４人、球磨

工業高校に17人、南稜高校に26人という進学

状況になっております。湯前中学校に至りま

しても、卒業生41人に対しまして、人吉高校

が10人、多良木高校が５人、球磨商業が３

人、球磨工業が２人、南稜が10人。水上中学

校21人の卒業生に対しまして、人吉高校が８

人、多良木高校が２人、球磨商業高校がお１

人、球磨工業もお１人、南稜が６人というこ

とで、それぞれの子供さんの目的等に応じま

して、学校を選んで進学しておられる状況等

もございます。 

 こういった中で、上球磨のほうに高校を残

すという必然性を我々としても地域の要望と

しては受けてはおるところではございますけ

れども、そこの必然性はなかなか考えにくい

ということで御説明をさせていただいている

ところでございます。 

 今後の説明会におきましては、今申し上げ

ましたようなことにつきましては、口頭で御

説明するような場面が多うございましたの

で、きょうの説明会からにおきましては、今

私が説明しましたようなことをパワーポイン

トあたりを使いまして、皆さん方にわかりや

すいような形での説明を工夫するなどいたし

まして、この判断の経緯について、再度御理

解を求めるべく御説明をしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 

○松田三郎委員 最後に、ちょっと繰り返し

になりますが、きょうからまた説明会をなさ

ると。我々の机にも、２通のうち、多良木町

議会から前川議長宛てに要望書も出ているよ

うでございます。 

 もともと、ある意味じゃ、地元の意見も聞

かずに唐突に、一方的にこの素案を発表して

というような思いの方も多くいらっしゃるよ

うでございますので、ぜひ、特に丁寧にわか

りやすくというのはもちろんでございます

が、やっぱり真摯な態度で、結果的には全て

の方が御納得いただくという状況は難しいか

もしれませんが、できるだけ多くの方、最後

のお一人まで御理解をいただけるというよう

な真摯な態度は必要だと思いますので、その

点について、改めて私からお願いしておきた

いと思います。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○溝口幸治委員 きょうから説明会に入られ

るということで、今説明をしていただいた内
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容をよりわかりやすく説明されるということ

ですので、ぜひそれを心がけていただきたい

と思います。 

 特に、幾つか観点があるようですので、今

説明聞くと。このきょう参考資料として出さ

れている多良木町議会から出されている要望

書を見ると、いわゆる「通学の実態、歴史・

伝統、施設整備の規模等をみながら決定す

る」との方針でしたが、今回の素案では、十

分な説明もなく、入学者数のみで判断をし

た、そのこと以外説明を受けていないという

ようなことが書いてあります。それから、地

域教育のバランスの面、今お答えになったよ

うにありましたので、やっぱりそのあたりを

きちっと、これは町議会の要望書ですから、

こういうものをもう一回読み込んでいただい

て、きちっと対応いただきたいというふうに

思います。 

 それから、きょう上球磨の３校にというこ

とですが、当然、上球磨だけではなくて、ほ

かに要望があれば、中球磨、下球磨でも実施

をしていただきたいというふうに思います。

ぜひともそのあたりも、ぱっと切り上げるん

じゃなくて、しっかり耳を傾けて、何度も何

度も説明をするというのが大事だと思います

ので、しっかりやっていただきたいと思いま

す。 

 それと、参考までに申し上げておきます

が、くま川鉄道のお話が出てきましたけれど

も、これは、要は、ＪＲさんが手放して第三

セクターで移譲したんですが、その最大の目

的は生徒たちの足を確保するということで、

各市町村が、そして住民の方々が私財を投じ

て基金をつくって運営をしてきているんです

ね。これは、毎年毎年生徒数が減っているの

で、今赤字なんです。毎年何千万という赤字

を出しながら、それでも生徒の足を確保する

ということでやってきました。やっぱり多良

木の人たちとか心配されるのは、もうこれで

くま川鉄道がまた厳しくなるんじゃないか、

くま川鉄道がもう通らなくなる、すると、ま

すます上球磨地域が寂れていくというよう

な、そういう心配をされる方もたくさんいら

っしゃいます。 

 ですから、先ほどの入学者数とか今後の見

通しというものをしっかり説明されるととも

に、私が本会議で言いました、知事部局とも

しっかり連携をして、やっぱりさまざまな意

見が説明会では出てきますので、地域振興に

もしっかり取り組んでいくということを、準

備をやっておいていただきたいというふうに

思います。もう私からは要望です。 

 

○平野みどり委員 お二方の御意見はもうも

っともですけれども、そもそも、この要望書

などを見る中で、最初からもう決め打ちされ

ているとか、計画策定に至るまでの手法とか

地域の意見をその計画に反映させようとかい

う姿勢が見られないというのが、非常に感情

的なものも含めて地域にはおありだろうと思

うんですね、唐突感は否めないというような

状況で。 

 ですから、説明に来ましたというのじゃ、

やっぱりなかなか受け入れられない部分もあ

ると思うので、溝口委員もおっしゃっていた

ような、県の執行部とのいろんな地域振興へ

の対応とかということもそうですけれども、

私としては、やっぱり学級数にはこだわらず

に小規模でも残しておいたほうがいいとは思

いますが、教育委員会としては適正規模とい

うふうな立場をもう崩されないので、このま

ま行ってしまうのかなというふうに思うわけ

ですけれども、くれぐれもやっぱり上から目

線の説明会ではなくて、本当にいろんな感情

的な言葉を投げかけられることもあると思い

ますけれども、そもそもの唐突感ということ

を抱かせたことに対しては、真摯に謝罪とい

うか、十分でなかった部分も含めて言われな

いと、なかなかもつれた糸がほぐれないかな

とも思いますので、お二方の御意見も含めて
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しっかりと対応していただきたいと思いま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 要望でいいですか。 

 

○平野みどり委員 はい。 

 

○小杉直委員 せっかくの機会ですから、今

度は、さっきの切り口と違うわけですが、黒

川部長、先般の委員会で、知事たちが上京し

て各省庁に陳情に行く機会を捉えて、警察官

の増員についても、県警が、あるいは関係機

関と一緒にそういう動きをすべきではないで

すかと質問したですけれども、それはどうい

うふうになりましたかな。 

 

○黒川警務部長 前回の委員会で、委員か

ら、御指摘、御指導をいただきまして、その

後、急遽日程調整をいたしました。結論から

申し上げますと、去る11月19日に、村田副知

事、また重村副議長などとともに私も、警察

庁、そして総務省に、増員に関する要望に行

ってまいりました。警察庁におきましては坂

口官房長、総務省では大石事務次官にそれぞ

れ御対応をしていただき、副知事などから、

熊本県警察の負担人口、あるいは治安情勢な

どの現状、増員の必要性など、熱心に説明を

していただきました。これに対しまして、警

察庁及び総務省とも、熊本県の治安情勢等に

ついて十分な理解を示していただき、増員の

確約こそはありませんでしたが、私個人とし

ても、好感触を得たというふうに思っており

ます。 

 まあ、来年度1,000人程度の増員、全国で

ということで、そのうち、熊本県警に具体的

に何人人数が配分されるか、これにつきまし

ては、まあ、年明けごろには明らかになると

は思います。その結果が何人になるか、これ

はわかりませんけれども、どのような増員で

あったにせよ、現在いる我々の熊本県警察の

職員とあわせて、来年以降の増員分も含めて

県警の職員が一体となりまして、引き続き、

県民の安全、安心の確保に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

 

○小杉直委員 そういう動きをされたという

ことで、効果はどうあれ、感想もよかったよ

うな今の答弁ですので、安心したわけです

が、引き続き、いろんな機会があったときに

は、遠慮なくひとつ、知事部局とか議会とも

話しながら、そういう取り組みをしてもらい

たいと思いますので。 

 警備部長、１点お尋ねですが、やっときの

う選挙が終わりまして、茂木選挙委員長、そ

れから竹下復興大臣、さらには安倍総理大臣

というふうな警護対象者がお見えになった

り、あるいは、警護対象じゃないでしょうけ

れども、小泉進次郎さんとか、その他の前大

臣等々がお見えになりましたが、警護、警備

で大変御苦労をされたと思いますが、何か異

状なこととか特異なことはなかったですか

な。 

 

○潮崎警備部長 警備部からお答えします。 

 結論から申しますと、非常に自民党県連の

ほうにも御配慮いただきまして、全くトラブ

ル等もなくて、私たちも、まあ、終わって安

心したところであります。 

 

○小杉直委員 私は――木原さんの選挙にそ

ういう方々が来たわけですね、応援に。木原

さんの選挙責任者の一人でしたが、それは横

に置いて、教育警察の委員の一人として、や

っぱりそういう身辺警護とか雑踏警備にしっ

かり取り組んで事故のないような形で無事に

終わられたということに対して、県警に対す

る感謝とお礼を申し上げますし、また、各署

にも関連したところがあると思いますので、

こういう委員のほうから、私の名前は出さぬ

でいいですから、委員のほうから、そういう
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ふうな慰労と感謝があったということをお伝

えしていただきますようによろしくお願いし

ておきます。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○甲斐正法副委員長 今選挙の話が出まし

た。衆議院選挙も終わりまして、これから地

方創生ということで本格的に始まるんだろう

と思いますが、教育庁にお伺いしますけれど

も、いわゆる文化財を活用した動きというこ

とで、振興局等々がフットパスで非常に効果

が上がっているところでございますが、球磨

のほうも文化財を活用してということで、い

わゆる地方創生には、そういう眠っている資

源とかいうことがこれから話題になってくる

んじゃないかなと思っておりますが、基本的

に文化財というのは保護が中心なんですけれ

ども、今後は活用ということになってくると

思います。ケース・バイ・ケースで保護なの

か活用なのかというのは出てくるかもしれま

せんが、基本的な考え方としてはどのように

お考えでしょうか。 

 

○手島文化課長 文化課でございます。 

 委員御指摘のとおり、文化財については保

存と活用と、これはあくまでも両輪になって

くる考え方になるかと思います。今までとも

すると文化財の場合については保存が優先さ

れておりまして、なかなか活用というところ

にはいかなかった、そういった部分ございま

す。 

 ただ、委員御指摘のとおり、今後は、活用

といった部分を見据えながら、文化財、やは

り本物が残っていけないとやはりそういった

活用もできませんので、もちろん保存も大切

でございますけれども、活用を見据えながら

保存をやっていくというふうな姿勢で考えて

おります。 

 

○甲斐正法副委員長 それは、市町村の教育

委員会等々にもそういう基本的な考え方でい

くんだということは流されますか。 

 

○手島文化課長 はい、そのような形で今か

らは――これは、文化庁自体も今保存、活用

ということで活用の部分も非常に強調してお

られますので、そういった姿勢でまいりたい

と思っております。 

 

○甲斐正法副委員長 よろしくお願いいたし

ます。 

 

○手島文化課長 わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、以上で本日

の議題は全て終了いたしました。 

 最後に、陳情書等が３件提出されておられ

ますので、参考としてお手元に写しを配付し

ております。 

 次回の委員会については、年が明けまし

て、１月27日火曜日午後１時30分から予定を

しております。正式には、後日文書で通知い

たします。 

 それでは、これをもちまして第７回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午前11時15分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  教育警察常任委員会委員長 


